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①遊具のリース実績を証明する書類は、どのような書式で提出すればいいでしょうか？（資

産明細でよろしいでしょうか） 

②予算打ち切りなどがあり、中途解約になった場合は残債清算いただけますでしょうか。 

③仕様書内で契約期間は設置翌月（8月1日）から2034年3月31日までと記載されております

が、契約期間は115か月、お支払い回数115回という認識でよろしいでしょうか。 

④落札後の三者間契約は安芸高田市様様式の契約書を使用される認識でよろしいでしょう

か。 

⑤契約書締結後の契約保証金の入金期限はいつになりますでしょうか。 

⑥リース期間中の人身事故等は、所有者責任にはならないという認識でよろしいでしょう

か。 

 

 

 

回 

 

 

 

 

答 

 

 
 

①遊具リース業務の契約及び履行が確認できる書類であれば任意の書式で問題ありません。

資産明細が契約及び履行が確認できるものであれば、問題ありません。 

②当初契約分の予算については議会承認済みのため、中途解約はありません。 

③設置完了・引渡月が2024年7月の場合、契約期間は116か月、支払い回数は116回となりま

す。 

④お見込みのとおりです。 

⑤契約締結までに納付してください。 

⑥リース物件の欠陥等によらない、通常の使用状態での人身事故については、所有者責任に

はならないものと考えております。 

 

 

 


